
委 託 契 約 書

支出負担行為担当官内閣府大臣官房会計担当参事官○○○○（以下「甲」という。）

と○○○○○○○○○○○○○○○（以下「乙」という。）との間に下記条項により

平成○○年度食品健康影響評価技術研究「○○○○○○○○○○○○○」委託研究（以

下「委託研究」という。）の委託契約を締結する。

記

（実施する委託研究）

第１条 甲は、次の委託研究を乙に委託し、乙は、その成果を甲に報告するものとする。

（１）委託研究名

平成○○年度食品健康影響評価技術研究「○○○○○○○○○○○○○○○」

(主任研究者：○○○○(研究課題番号○○○○))

（２）委託研究の内容及び経費

別添委託研究実施計画書のとおり

（３）履行期限

平成○○年○月○○日

（契約保証金）

第２条 会計法（昭和２２年法律第３５号）第２９条の９第１項に規定する契約保証金

の納付は、予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第１００条の３第３号の

規定により免除する。

（委託研究の遂行）

第３条 乙は、委託研究を別添の委託研究実施計画書に記載された計画に従って実施し

なければならない。当該委託研究実施計画書が変更されたときも同様とする。

（委託費の限度額）

第４条 甲は、委託研究に要する費用（以下「委託費」という。）として、金○，○○

○，○○○円（うち消費税及び地方消費税に相当する額○○○，○○○円）を超えない

範囲で乙に支払うものとする。

２ 乙は、委託費を別添の委託研究実施計画書に記載された費目の区分に従って使用し

なければならない。当該委託研究実施計画書が変更されたときも同様とする。

（再委託）

第５条 乙は、この委託研究の達成のため、委託研究の一部を第三者に委任することを

必要とするときは、別紙「委託研究の再委託に関する特約条項」に従って行うものとす

る。



（実績報告）

第６条 乙は、委託研究が終了した日（委託研究を中止し、又は廃止したときを含

む。）から起算して３０日を経過した日又は翌年度の４月１０日のいずれか早い時期

までに、委託研究の成果を記載した、様式第１号による委託研究実績報告書正副２部

を甲に提出するものとする。

（検査）

第７条 甲は、前条に規定する委託研究実績報告書の提出を受けたときは、遅滞なく、

当該委託研究が契約内容に適合するものかどうか検査を行い乙に対して通知するものと

する。

（委託費の額の確定）

第８条 甲は、前条に規定する検査の結果、当該委託研究がこの契約の内容に適合する

と認めたときは、委託費の額を確定し、乙に対して通知するものとする。

２ 前項の委託費の確定額は、委託研究に要した経費の実支出額と第４条第１項に規定

する委託費の限度額のいずれか低い額とする。

（委託費の支払）

第９条 官署支出官内閣府大臣官房会計課長□□□□（以下「甲Ⅱ」という）は、前条

の規定により委託費の額が確定した後、乙からの適法な請求書を受理した日から３０日

以内にその支払を行うものとする。

２ 前項の規定にかかわらず、乙が委託研究の完了前に必要な経費を受けようとすると

きは、概算払を請求することができ、甲Ⅱは、これを適当と認めたときは、これを支払

うことができる。

３ 乙は、前項の概算払を請求するときは、様式第２号による概算払請求書正副２部を

甲Ⅱに提出するものとする。

（過払金の返還）

第１０条 乙は、既に支払を受けた委託費が、第８条第１項の委託費の確定額を超える

ときは、その超える金額について、甲の指示に従って返還するものとする。

（委託研究の中止等）

第１１条 乙は、天災地変その他やむを得ない事由により委託研究の遂行が困難となっ

たときは、様式第３号による委託研究中止（廃止）申請書正副２部を甲に提出し、甲乙

協議の上、委託契約を解除し、又は委託契約の一部変更を行うものとする。

２ 前項の規定により委託契約を解除するときは、前三条の規定に準じ精算するものと

する。



（委託研究実施計画書の変更承認）

第１２条 乙は、前条に規定する場合を除き、別添の委託研究実施計画書に記載された

委託研究の内容又は経費の内訳を変更しようとするときは、様式第４号による委託研究

実施計画変更承認申請書正副２部を甲に提出し、その承認を受けなければならない。た

だし、委託研究実施計画書の５の収支予算の支出の部の区分の欄に掲げる費目（再委託

費は除く。）の相互間（直接経費から間接経費への流用を除く。）における２０％以内

の流用については、この限りではない。

（委託契約の解除等）

第１３条 甲は、乙がこの契約に違反した場合は、委託契約を解除し、又は変更し、及

び既に支払った金額の全部又は一部の返還を乙に請求することができる。

（産業財産権の侵害の禁止）

第１４条 乙は、この契約の履行に当たり、第三者の有する産業財産権又は技術上の知

識に関し、第三者が乙に対して有する契約上の権利を侵害することのないよう必要な措

置を講ずるものとする。

２ 乙が前項の必要な措置を講じなかったことにより甲が損害を受けた場合には、甲は、

乙に対してその損害を請求することができる。

（特許権等）

第１５条 甲は、この委託研究に係る研究の成果に関する次の各号に掲げる権利等（以

下「特許権等」という。）を乙から承継するものとする。

（１）特許を受ける権利又は当該権利に基づく特許権

（２）実用新案登録を受ける権利又は当該権利に基づく実用新案権

（３）意匠登録を受ける権利又は当該権利に基づく意匠権

（４）著作権

（特定特許権等）

第１６条 前条の規定にかかわらず、乙があらかじめ様式第５号による確認書を甲に提

出した場合には、同条各号に掲げる特許権等（著作権にあってはプログラムの著作物及

びデータベースの著作物に限る。以下「特定特許権等」という。）については、甲は、

その特定特許権等を乙から承継しないことができるものとする。ただし、甲が、次の各

号に掲げる事項について、乙が履行していないと認める場合には、乙は、当該特定特許

権等を無償で甲に譲り渡すものとする。

（１）この委託研究に係る研究の成果が得られた場合には、乙は、遅滞なく、甲にその

旨を報告すること。

（２）甲が公共の利益のため特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合

には、乙は、無償で当該特定特許権等を利用する権利を甲に許諾すること。

（３）当該特定特許権等を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該特定特許権

等を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲



が当該特定特許権等の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかに

して求めるときは、乙は、当該特定特許権等を利用する権利を第三者に許諾すること。

２ 乙が第１項の確認書を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満た

しておらず、かつ満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合には、

当該特定特許権等を無償で甲に譲り渡さなければならない。その際、特許権等を出願し

ている場合にあっては、甲への名義変更を行い、特許権等を取得している場合にあって

は、甲へ特許権等を移転するものとする。なお、名義変更等により発生する費用は乙が

負担する。

（特定特許権等の報告）

第１７条 乙は、この委託研究に係る特定特許権等の出願又は申請を行った場合には、

様式第６号による特許権等出願通知書により、当該出願等について設定の登録等を受け

た場合には、様式第７号による特許権等通知書又は様式第８号による著作物通知書によ

り、それぞれ遅滞なく甲に報告しなければならない。

（特定特許権等の譲渡）

第１８条 乙は、この委託研究に係る特定特許権等を甲以外の第三者に譲渡する場合に

は、当該譲渡を行う前に、様式第９号による事前協議書を甲に提出し、甲の承諾を得な

ければならない。また、前二条、次条及び第２０条に規定する甲に対する義務を当該第

三者に約させなければならない。

（特定特許権等の実施許諾）

第１９条 乙は、この委託研究に係る特定特許権等について、甲以外の第三者に実施許

諾する場合には、様式第１０号による事前協議書を甲に提出し、甲の承諾を得なければ

ならない。また、第１６条に規定する甲に対する義務を当該第三者に約させなければな

らない。

（特定特許権等の放棄）

第２０条 乙は、この委託研究に係る特定特許権等を放棄する場合には、当該放棄を行

う前に、様式第１１号による事前協議書を甲に提出し、甲の承諾を得なければならない。

また、甲又は甲が認める第三者が求める場合には、無償で当該特定特許権等をその者に

譲り渡すものとする。

（優先的利用の許諾）

第２１条 甲が乙から承継した特許権等を、乙が優先的に利用しようとするとき又は乙

の指定する第三者に優先的に利用させようとするときは、乙は、甲乙協議の上締結する

優先的利用の許諾に関する契約書に基づき、甲の許諾を受けなければならない。

２ 優先的利用の許諾の期間は、優先的利用の許諾に関する契約の締結の日から５年を

超えないものとする。ただし、特許権等の利用に当たって法令の規定等により官公署の

許可を必要とする場合又は当該特許等の利用による商品化等に長期間の日数を要する場



合であって、許諾期間の延長が必要であると認めたときは、甲は、当該許可に要した期

間に相当する期間又は当該商品化等に要する期間について２年間（特に必要と認められ

る場合にあっては５年間）を限度として延長することができる。

３ 甲は、次に掲げる場合には当該許諾期間を短縮し、又は当該許諾を取り消すことが

できるものとする。

（１）乙が正当な理由なく１年以上当該特許権等を利用しないとき。

（２）当該特許権等の利用に係る当初の目的から明らかに逸脱したとき。

（３）食品安全行政の観点から当該許諾期間の短縮又は取消しが必要となったとき。

（帳簿等）

第２２条 乙は、委託研究に係る経費について、帳簿を備え、収入支出の額を記載し、

その出納を明らかにしておかなければならない。

２ 乙は、前項の帳簿及びその支出内容を証する証拠書類を、研究終了の年度の翌年度

から５年間保管しなければならない。

（物品管理）

第２３条 乙は、委託費により購入した物品を、善良な管理者の注意をもって管理しな

ければならない。

２ 委託研究の終了後、前項に規定する物品のうち返還を要するものを甲が指定したと

きは、乙は、甲の指示により当該物品を返還するものとする。

（委託研究の調査）

第２４条 甲は、必要があると認めたときは、委託研究の実施状況、委託費の使途その

他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査できるものとする。

（秘密の保持）

第２５条 乙又は乙から再委託を受けた第三者は、委託研究によって知り得た秘密の文

章、図画、物件及び知識を他に漏らしてはならない。

（委託研究の結果の発表等）

第２６条 乙は、研究の経過及び結果の全部又は一部を発表し、刊行し、又は雑誌等に

掲載する場合には、委託研究の成果である旨を明記しなければならない。

２ 乙は、委託研究の実施中又は完了後５年以内に、その結果又は経過の全部若しくは

一部を発表し、刊行し、又は雑誌等に掲載した場合には、その刊行物又はその別刷１部

を添えてその旨を速やかに甲に届け出なければならない。

（疑義の解決）

第２７条 前各条のほか、この委託契約に定めのない事項及び疑義を生じた場合には、

甲乙協議の上解決するものとする。



上記契約の証として、本契約書２通を作成し、双方記名押印の上各１通を保有するも

のとする。

平成○○年○○月○○日

委託者（甲） 東京都千代田区永田町１－６－１

支出負担行為担当官

内閣府大臣官房会計担当参事官

○ ○ ○ ○

受託者（乙） ○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○ ○○○○



別 紙

委託研究の再委託に関する特約条項

（目的）

第１条 本特約条項は、乙が委託研究をより効果的に遂行するため、委託研究の一

部の試験、研究、調査を再委託する場合の取扱いについて定めることを目的とする。

（再委託の範囲）

第２条 再委託は、委託契約書（以下「契約書」という。）第１条第２号に定める

委託研究の内容の範囲を超えてはならない。

（報告書）

第３条 乙は、契約書第６条に定める委託研究実績報告書を委託研究の履行期限ま

でに再委託先に提出させなければならない。

（再委託計画の変更）

第４条 乙は、委託研究実施計画書の８の再委託計画を変更しようとするときは、

契約書第１２条に定める委託研究実施計画変更承認申請書によりあらかじめ甲の承

認を得なければならない。

（特許権等）

第５条 契約書第１５条から第２１条までの規定は、再委託の結果生じた特許権等

について準用する。ただし、特許権等の持分については、乙が再委託先と協議の上、

別途定めることができる。

（物品管理）

第６条 契約書第２３条の規定は、再委託により取得される物品について準用する。



様式第１号

番 号
年 月 日

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官 殿

（受託者）
住 所
氏 名 印

平成○○年度「○○○○○○○○○○○」委託研究実績報告書

平成 年 月 日付け委託契約に係る標記委託研究について、下記のとおり実施
したので、委託契約書第６条の規定により、その実績を報告します。

１ 研究の実施内容
ア 研究の実施状況
イ 研究実施期間

平成○○年○○月○○日～平成○○年○○月○○日
ウ 担当研究総括者（又は研究総括者に相当する者）所属及び氏名並びに共同研究者所

属及び氏名
エ 研究の成果（又はその概略）
オ 研究成果報告書の配布実績等

２ 研究報告書提出月日及び部数
平成 年 月 日 部

３ その他

４ 収支精算

収入の部

比較増減
区 分 精算額 予算額 備 考

増 減

国庫委託費

計



支出の部

比較増減
区 分 精算額 予算額 備 考

増 減

計

（注）１ 備考欄には、精算の内訳を記載すること。
２ 再委託先がある場合には、契約書の写しを添付すること。

５ 物品購入実績（物品を購入した場合）

購 入 実 績
品 名 規 格 員 数 使用目的 備考

単 価 金 額

（注）物品購入計画に掲げたもののほか、記載する物品は、物品購入計画の場合と
同様とする。

６ 添付書類
食品安全委員会食品健康影響技術研究委託要綱(平成１７年５月１８日食品安全委員

会事務局長決定)第１３(研究委託費の精算)に規定する書類



様式第２号

番 号

年 月 日

官署支出官

内閣府大臣官房会計課長 殿

（受託者）

住 所

氏 名 印

平成○○年度「○○○○○○○○○○○」研究委託費概算払請求書

平成 年 月 日付け委託契約に係る標記委託研究の研究委託費について、下記のとおり

概算払により支払されたく請求します。

記

区 分 国庫委託費 既受領額 今回請求額 残 高 備 考

円 円 円 円

計



様式第３号

番 号
年 月 日

支出負担行為担当官
内閣府大臣官房会計担当参事官 殿

（受託者）
住 所
氏 名 印

平成○○年度「○○○○○○○○○○○」委託研究中止（廃止）申請書

平成 年 月 日付け委託契約に係る標記委託研究について、下記のとおり中止（廃止）した
いので、委託契約書第１１条第１項の規定により申請します。

記

１ 委託研究の中止（廃止）の理由

２ 中止（廃止）しようとする以前の研究の実施状況
ア 研究について

イ 経費について

経費支出状況
（単位：円）

○○月○○ 中止（廃止）
経費の区分 日現在 残 額 支出予定額 に伴う不要額 備 考

３ 中止（廃止）後の措置
ア 研究について
イ 経費について
ウ 経費支出予定明細

（単位：円）

経費の区分 支出予定金額 算出基礎（名称、基礎、単価、金） 備 考



様式第４号

番 号

年 月 日

支出負担行為担当官

内閣府大臣官房会計担当参事官 殿

（受託者）

住 所

氏 名 印

平成○○年度「○○○○○○○○○○○」委託研究実施計画変更承認申請書

平成 年 月 日付け委託契約に係る標記委託研究について、別紙のとおり変更

したいので、委託契約書第１２条の規定により承認されたく申請します。

（経費の変更も伴う場合は別紙２も併せて提出することができる ）。



別 紙
平成○○年度 「○○○○○○○○○○○」委託研究実施計画変更承認申請書

１．研究内容

区 分 当初実施計画 変更後実施計画 備 考

変更理由



別 紙 ２
委託費経費配分変更承認申請書

２．委託費

区 分 当初予算額 増△減 変更後予算額 備 考

（積算）

計



様式第４号の２

番 号

年 月 日

支出負担行為担当官

内閣府大臣官房会計担当参事官 殿

（受託者）

住 所

氏 名 印

平成○○年度「○○○○○○○○○○○」研究委託費配分変更承認申請書

平成 年 月 日付け委託契約に係る標記委託研究について、別紙のとおり変更

したいので、委託契約書第１２条の規定により承認されたく申請します。



別 紙
平成○○年度 「○○○○○○○○○○○」委託研究委託費配分変更承認申請書

委託費配分変更承認申請書

１．委託費

区 分 当初予算額 増△減 変更後予算額 備 考

（積算）

計

変更理由



様式第５号

確 認 書

番 号
年 月 日

内閣府大臣官房会計担当参事官 殿

（受託者）
住 所
氏 名 印

○○○○（以下「乙」という ）は、内閣府大臣官房会計担当参事官（以下「甲」という ）。 。
に対し、下記の事項を約束する。

記

１ 乙は、甲からの委託を受けて行う平成○○年度食品健康影響評価技術研究に関する研究に
係る発明等を行った場合には、遅滞なく、当該委託契約書の規定に基づいて、その旨を甲に
報告する。

２ 乙は、甲が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合
には、無償で当該委託に係る特定特許権等を利用する権利を甲に許諾する。

３ 乙は、当該特定特許権等を相当期間（明確な期日を希望する場合には３年間）活用してい
ないと認められ、かつ、当該特定特許権等を相当期間活用していないことについて正当な理
由が認められない場合において、甲が当該特定特許権等の活用を促進するために特に必要が
あるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該特定特許権等を利用する権利を第
三者に許諾する。

４ 乙は、上記２に基づき甲に当該特定特許権等を利用する権利を許諾した場合には、甲の円
滑な権利の利用に協力する。

５ 乙は、甲が上記３に基づき、当該特定特許権等を相当期間活用していないことについて理
由を求めた場合には、遅滞なく、理由書を甲に提出する。



様式第６号

特許権等出願通知書

番 号
年 月 日

内閣府大臣官房会計担当参事官 殿

（受託者）
住 所
氏 名 印

平成 年 月 日付け委託契約に基づく研究項目「 」について、下記のとお
り特許権等の出願を行いましたので、委託契約書第１７条の規定により、下記のとおり通知しま
す。

記

１ 出願国

２ 出願等に係る特許権等の種類

３ 発明等の名称

４ 出願日

５ 出願番号

６ 出願人

７ 代理人

８ 優先権主張



様式第７号

特許権等通知書

番 号
年 月 日

内閣府大臣官房会計担当参事官 殿

（受託者）
住 所
氏 名 印

平成 年 月 日付け委託契約に基づく研究項目「 」に係る特許権等の登録
等の状況について委託契約書第１７条の規定により、下記のとおり通知します。

記

１ 出願等に係る特許権等の種類

２ 発明等の名称

３ 出願日

４ 出願番号

５ 出願人

６ 代理人

７ 登録日

８ 登録番号



様式第８号

著 作 物 通 知 書

番 号
年 月 日

内閣府大臣官房会計担当参事官 殿

（受託者）
住 所
氏 名 印

平成 年 月 日付け委託契約に基づく研究項目「 」に係る著作物について
委託契約書第１７条の規定により、下記のとおり通知します。

１ 著作物の種類

２ 著作物の題号

３ 著作者の氏名（名称）

４ 著作物の内容



様式第９号

平成 年度「○○○○○○」委託研究に係る特定特許権等譲渡事前協議書

番 号
年 月 日

内閣府大臣官房会計担当参事官 殿

（受託者）
住 所
氏 名 印

この度、本委託研究に係る特定特許権等につき甲以外の第三者に譲渡する予定ですので、委託
契約書第１８条の規定に基づき、下記の事項について事前に協議します。

記

１ 特定特許権等の名称及び権利期間

２ 特定特許権等を譲渡する相手方

３ 特定特許権等を譲渡する比率

４ 特定特許権等を譲渡する理由

５ 特定特許権等を譲渡することによる見込まれる効果

６ 特定特許権等の譲渡予定年月日

７ 特定特許権等の特許権者が２以上の場合、各共有者者の承諾の有無

８ 特定特許権等のこれまでの実施許諾について
① 相手先
② 実施期間
③ 許諾料収入

（添付書類）
譲渡契約書（案 （写））



様式第１０号

平成 年度「○○○○○○」委託研究に係る特定特許権等実施許諾事前協議書

番 号
年 月 日

内閣府大臣官房会計担当参事官 殿

（受託者）
住 所
氏 名 印

この度、本委託研究に係る特定特許権等につき甲以外の第三者に実施許諾する予定ですので、
委託契約書第１９条の規定に基づき、下記の事項について事前に協議します。

記

１ 特定特許権等の名称及び権利期間

２ 特定特許権等の実施許諾の種類（専用実施権の場合は特定特許権等の登録年月日を記述）

３ 特定特許権等を実施許諾する相手方

４ 特定特許権等を実施許諾する理由

５ 特定特許権等を実施許諾することにより見込まれる効果等

６ 許諾契約予定年月日

７ 実施契約期間

８ 特定特許権等のこれまでの実施許諾について
① 相手先
② 実施期間
③ 許諾料収入

９ 特定特許権等の特許権者が２以上の場合、各共有者の承認の有無
（添付書類）

１．実施契約書（案 （写））
２．実施料算定内訳書（写）
３．実施に係る事業計画書（写）



様式第１１号

平成 年度「○○○○○○」委託研究に係る特定特許権等放棄事前協議書

番 号
年 月 日

内閣府大臣官房会計担当参事官 殿

（受託者）
住 所
氏 名 印

この度、本委託研究に係る特定特許権等につき放棄する予定ですので、委託契約書第２０条の
規定に基づき、下記の事項について事前に協議します。

記

１ 特定特許権等の名称及び権利期間

２ 特定特許権等を放棄する理由

３ 特定特許権等の放棄予定年月日

４ 特定特許権等登録年月日

５ 特定特許権等のこれまでの実施許諾について
① 相手先
② 実施期間
③ 許諾料収入

６ 特定特許権等が実施許諾期間中である場合、許諾相手方の承諾の有無


